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はじめに

• 事件史の三つのエポック
１・昭和34年11月、「チッソの工場排水を止める
な」と陳情したのは、オール水俣の市民だった。

１・昭和50年、熊本県議会議員が環境庁での陳
情で「申請者にはニセ患者が多い」と発言した。
水俣の“岩盤”の意識と無縁ではない。

１・2013年１０月、水俣と訪れた天皇（当時）は
胎児性の説明を受けた時、「水俣は見捨てられ
たんですね」と感想を漏らした。



水俣病特措法をめぐる大阪地裁判決

• 2023年9月27日の大阪地裁判決は、原告128人
全員を水俣病と認め、１人275万円、チッソ、国、
県に支払いを命じた。

• 基になっているのは2009年の水俣病特措法。
（一時金210万円）。公健法の認定（1600万円）と
は異なる（行政の認定患者）。特措法は水俣病
被害者と表現している。

• 特措法は対象者の生年や地域、受付を制限して
おり、判決はこれらを批判した。国の除斥期間主
張も認めなかった。

• 実態に合った判決。海に行政の線引きはない。



水俣病事件は多面体である
• 世界に例のない事件をどの角度で見るか。 見る角度で見える事件の像が違っ
てくる。

○数＝被害者は何人か→被害とは何か。誰が被害者と認めるか。
○政治、行政＝なぜ事件が発生し、拡大し、救済が遅れたか。しかも熊本、新潟と２
回も起きた。失敗の経験から何を学ぶか。

○医学＝未知の病気を前にした時、何をすべきか。研究の体制は。コロナ禍にも相
似形はないか。

○社会＝多数の利益が少数の犠牲の上に成り立ってはいないか。今も繰り返されて
はいないか。私たちはこの構図を克服したのか。

○文学・表現＝事件に関係した人たちは何を見、何を訴えたか。事件の中の人間と
は。人が生きるとは、命とは。
○地域社会・自治＝地域の主人公はだれか。企業か、住民か。住民は何をすべきか。
企業の役割は。

・これらの答えを見出すためには、水俣で何が起きたか、事実を知る必要がある。こ
れがすべての出発点だ。そして最後は自分で考える。



水俣病の６７年とは（総論）
◇なぜ続いているか

・不作為の歴史が問題を生み続けている。
・加害者が被害の全体に向き合わなかった。
・被害者が異議を申し立て続けている。

◇無視された〝小さな〟訴え

・被害者の声 漁民や被害者の声が無視された。
・チッソの排水を止めることを求めた水産庁の意見は聞き入れられなかった。
霞が関の論理、政府の論理。
・多数の側の利益を守るために少数を犠牲にする構図。それは今も続いては
いないか。往々にして、多数の側はそういう構図に無関心である。

◇失敗こそが最高の教訓になる

・私たちの社会はチッソの工場排水を止めなかった。
・水俣病は熊本、新潟と２回も繰り返された。なぜか。何が優先され、何が無視された
か。ここから何をくみとるか。
・本当の反省は身を切り刻むことから始まる、言葉ではなく。
・「負の遺産」を「正の遺産」にどうやって転換するか。
・コロナ禍でも似たようなことが繰り返されてはいないか。



• サインを見逃すな
水俣病事件史をみれば、自然界は異変を私たちに
伝えていた。その貴重なサインを見逃したことが被害
を大きくした。この教訓に学びたい。

政治、





最初の報道から何を学ぶか

・昭和２９（１９５４）年８月１日の熊本日日新聞。最初の水俣の被害を伝える記事だった。

・茂道という水俣の漁村で約１００匹いた猫が全滅。ねずみの駆除のため外から持って
来た猫も狂い死にした。

・短い記事だが、今から見ると大きなヒントが隠されていた。①猫が食べるのは魚。茂道
は漁村＝魚に何か原因があるのではないか？②よそから持って来た猫が死ぬ＝猫で
はなく、茂道という場所に原因があるのではないか？③記事によれば茂道は漁村で、
水田はない＝つまり、農薬は関係なさそう？

・今から見れば魚の汚染という大きなヒントを示唆する記事だった。しかしこれ以降、記
事はない。そして昭和３１年５月１日、人間の被害が初めて報告される。茂道はその後、
患者多発地区になっていく。
・当時、鳥が落ちたり、魚が死んだりしていた。
・自然界はその異変を私たちに伝えていたのに、人間はそれを生かさなかった。

・記事も一回切り。その後の検証記事か続報があれば、記者は人間の被害に出遭った
はずだ。

教訓＝自然界のサインを見逃さないことが重要。環境の変化には最大の注意を払うべ
きである。環境問題は世界各地で見られる。注視する姿勢を持つ。今も生きる教訓だ。



不知火海周辺で猫の異常死が伝えられていたころ、水俣湾の
恋路島周辺ではこうした帆走競技大会も行われていた。自然界
の変化を深刻に受け止めなかったことが、その後、大きな被害

をもたらすことになっていく。
（１９５４年７月）



チッソによる環境の私物化、
そして海の汚染

• チッソの発足は１９０８（明治４０）年。水力発電の電気を
使った化学工場。操業間もないころから海の汚染で漁民と
トラブルを起こす。１９２６（大正１５）年、永久に苦情を申し
出ないという条件で、水俣漁協はチッソから見舞金１５００
円を受けとる。環境の“私物化”の始まり。

• １９３２（昭和７）年、チッソが水俣病の原因物質の有機水
銀を生むアセトアルデヒドの製造を開始する。アセトアル
デヒドはビニールなどの原料。化学製品の元。その後汚染
が激化。水俣の漁協は漁業権を放棄してチッソから埋め
立てによる補償、融資を受けることを繰り返す。そして水
俣病発生へ。

• 水俣はチッソの企業城下町だった。環境は誰のものか、地
域の主人公は誰か、という問題がここにはある。環境は公
共の財産であるという認識が大事だ。



水俣病公式確認となった第１号患者の家（中央奥）がある水俣市月浦坪谷。家の窓から釣りが
できるような、海と密接につながる暮らしだった。最初の被害の届けは子供が多かった。環境汚
染は弱い人たちをまず襲う。水俣保健所長から熊本県への最初の報告のタイトルは「水俣市字

月浦附近に発生せる小児奇病について」だった。（２０２２年９月）



実は、チッソによる汚染の調査はされ
ていたのだ。熊本県の三好報告書

• １９５２年、汚染の悪化を訴える地元の要請で、熊本県水産課係
長・三好礼治が現地調査を行う。報告書（復命書）の中で、「排水
に対しては必要によっては分析し成分を明確にしておくことが望ま
しい」と指摘した。

• しかし、この報告書は具体的に生かされることはなく、チッソの排
水への対策も、チッソ自身の対策も取られなかった。

• 報告書にはチッソの「工場排水処理状況」が添付され、アセトアル
デヒド酢酸工程の原材料として「水銀」が掲載されていた。しかし、
このことは原因究明に生かされることはなく、熊本大学医学部の
研究が原因物質の有機水銀に到達するまでには多くの時間がか
かった。情報の連携の悪さ。

• 当時の日本の政治、行政は化学工業保護政策をとっていた。しか
も漁業被害への対処も金銭補償が中心だった。一方でチッソによ
る環境の私物化はどんどん進んだ。

• 環境汚染を早期に把握し、健康被害をどう食い止めるか。情報を
どう広く共有するのか。貴重な教訓だ。



少数を犠牲に多数の利益を守る
、チッソ水俣工場の操業継続を求めたのは多数の市
民だった。チッソが操業を停止すれば自分たちの生活
が影響を受ける、というのが理由だ。水俣市の税の半
分をチッソと関連企業が負担。こうした構造は今、完全
に脱却したと言えるのか。東日本大震災でも同様の構
図が。
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１９５９年１１月８日付熊本日日新聞朝刊を読む
１

• １）まず、排水を止めるな、と陳情した人たちは“オール水
俣”と呼べる人たちだった。市長や市議会、商工会議所、
農協、労組など２８団体の代表約５０人が、「廃水停止は
困る 市民の生活に響く」と熊本県知事に陳情した。記事
によれば「市税の半分をチッソに依存、チッソが一時的に
しろ操業を中止すれば５万市民が何らかの形で影響を受
ける」とある。認定患者79人

• ２）この“オール水俣”に入っていないのは、漁民、水俣病
患者家族である。多数の市民と少数の漁民、患者家族。
多数の生活を守るために少数の漁民、患者家族が犠牲に
なる構図がここにありはしないか。この背景には、１１月２
日に漁民たちがチッソ水俣工場に押し掛けたことに対する
市民側の危機感もあるが、この多数の市民対少数の患者
家族という構図は水俣病事件史で繰り返されていく。
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１９５９年１１月８日付熊本日日新聞朝刊を読む
２

さらに、ここには二つの問題が隠れている。
１）その後、チッソの操業継続を求めた市民の側に、水
俣病の被害を訴える人たちが出てきたことだ。後のこと
だが、現在の視点で見れば被害者同士が対立していた
とも言える。被害の広がりの調査を怠ったことが一番の
原因だが、事件史の複雑な一面でもある。

２）もう一つ、情報の共有という問題がある。陳情の前月
の１０月、チッソは内部の猫実験で、工場廃液を投与し
た猫の水俣病発症を確認していた。附属病院の細川一
院長の猫４００号実験だ。しかしその実験結果はかん口
令がひかれ、外部に知らされなかった。もしこの情報が
何らかの形で知らされていたら、水俣の市民たちは果た
してこのような行動をとっただろうか。情報をどうオープ
ンに国民のものにするか、今につながる問題である。
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チッソ付属病院の細川一院長
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細川博士の猫４００号実験１

• 「原因不明の中枢神経疾患多発」、１９５６年５月
１日、水俣保健所へ届け出。「多発」の意味、そ
れ以前に経験のない患者の入院

• 早い段階から工場を疑う。排水路の変更も反対、
変更先に患者が出たら・・・

• １９５９年７月、アセトアルデヒド製造工程の廃水
を直接猫に投与。個人の責任で始め、標識にも
「係排水」とだけ記した。

• １０月６日、猫４００号が発症。裁判の証言では、
会社に報告すると、会社に実験の中止を言われ、
その後、試料採取も出来なくなった。
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細川院長の猫４００号実験２
・慎重な細川院長は、猫の解剖を九州大学に依頼すると
ともに、実験をさらに進めたかったが、会社が中止にした。
「あの時点で公表すべきだったなあ」と妻に後に語ってい
る。猫４００号が社会に知らされるのは随分後になって
のことである。

・水俣病一次訴訟の臨床尋問（がんのため入院中）で、
斎藤次郎裁判長の質問に対して、自分は「１９５７年ごろ
から工場排水が疑わしいと思っていた」と答えている。。

・細川院長は、水俣病（公式確認）の発見者、原因究明
者（猫４００号実験で工場排水が原因と究明）、最後は裁
判で会社の告発者となった。

・尋問から３カ月後の１９７０年１０月に亡くなった。享年６
９だった。
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細川院長の猫４００号実験・３

• 細川院長はこんな言葉を残している。重みのある言葉である。

• 「水俣病患者のなかにはあるいは患者でない者がまじって入るこ
とがあるかも知れない。しかし、肝心なことは、そうしたことより、入
るべき者がぬけてしまってはならないことである。あまりに正確さを
求めることは意味がない」
（臨床尋問を担当した坂東克彦弁護士の「細川一先生の臨床尋
問」から）

・ 「公害と人の健康や病気との関係にはまだあまりにも困難なことが
多い。このことが対策の遂行をおくらせる理由にしてはならない。
又現象や症状をしらべる丈けではいけない。何とならば之等は事
後の救済には役立つが、十分な公害防止策には役に立たないと
思う。公害においては救済より防止の方がはるかに重要な仕事で
あるからである」（「細川ノート」より、原文のまま）
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有機水銀をチッソ水俣工場から検出

• １９６３年２月、熊大医学部の入鹿山且朗教授が、アセトアルデヒド
製造工程中のスラッジからメチル水銀を検出した。これまで、「使っ
ていたのは無機水銀」と主張していたチッソだったが、この研究は
原因究明の決定打とも言えるものだった。

• 厚生省の五十嵐局長は国会で、「新しい意見が伝えられたので、
必要な措置を検討」と答弁した。

• 熊本地検の検事正も「大いに関心をもたねばならない」とコメントし
た。水俣病問題で熊本の司法のトップが初めてコメントした。異例
のことだった。

• しかし結局、その後どこも具体的には動かなかった。ここでも不作
為が繰り返され、何らの対策も取られなかった。

• そして１９６５年に新潟水俣病が確認されることになる。熊本の水
俣病にきちんと向き合わなかったことが第２の水俣病を引き起こし
た。



不作為の結論
２００４年の最高裁判決

• ２００４年１０月 最高裁で国と熊本県の責任が最終確定
する。

• 国は１９５９年１１月末までに①重大な被害の継続を認識
②原因はある種の有機水銀化合物で排出源はチッソ水俣
工場と認識でき③当時でも水銀の分析は可能だった。

• 国は旧水質二法で排水停止などを、熊本県は漁業調整規
則で排水を規制すべきだったのに、これを怠った。=不作
為の責任

• しかし、実はこの議論は１９５９年に水産庁が指摘していた
ものだった。それ以前にも漁民などが求めていたもの。こ
の結論がでるまで実に公式確認から４８年も経過していた。
遅すぎた確定であった。



水俣病をめぐる刑事事件
チッソの排水路変更とは

• チッソは１９５８年９月、それまでの百間港から水俣湾
に流していた工場排水を反対側の八幡プールから水
俣川河口へと変更した。

• ところが翌１９５９年には水俣川河口周辺で新しい患
者が発生した。被害が広がったのだ。

• この排水路変更は、水俣病事件の刑事責任を問う裁
判（後述）で、チッソの社長と工場長が業務上過失致
死傷罪で有罪になる決め手になった。

• しかしこの排水路変更も、社会的には知らされず、
チッソ社内にとどまった。水俣川の方に新たな患者が
出るという貴重なサインはここでも見逃された。



チッソ元社長・工場長の起訴を伝える
熊本日日新聞（１９７６年５月５日付朝刊）



水俣病刑事事件１

• 1976年5月4日、熊本地検は吉岡喜一元チッソ社
長と西田栄一元工場長を業務上過失致死傷罪
で起訴。四大公害事件で唯一の原因企業の起
訴だった。

• 熊本地裁で79年3月22日、禁固２年、執行猶予３
年の判決。88年2月29日、最高裁で確定。

• 業務上過失致死傷罪 業務上必要な注意を
怠ったことで、人を死なせ、あるいは障害を負わ
せる犯罪。工場を操業する、車を運転する、など
を「業務上」と位置付ける。



水俣病刑事事件２

• 問題点
1）遅すぎた起訴。公式確認から20年たっていた。元々、検察
は国会答弁などでは時効が来ているなどとして否定。しかし、
患者が抗議の過程で起きた行為で起訴されたりなどしたた
め、加害者が何も問われないのはおかしいと告訴。警察、検
察が再検討して起訴。

１）起訴に当たっての難問。時効の壁をどう乗り越えるか。着
目したのは昭和48年6月に死亡した胎児性患者。その患者
は昭和35年８月生まれ。社長は昭和33年1月から39年11月
まで、工場長は昭和32年1月から35年5月まで務めた。胎児
性、つまり母親の胎内で二人が流した危険な排水で傷害を
受けたという事実。そしてその胎児性患者が死亡した日を時
効の起算点として、犯罪行為を遡らせた。（観念的競合）



水俣病刑事事件３

• さらに、この考えでは、胎児への傷害を人への傷害とみな
せるか、どうか。確定した法律的判断は当時なかった。当
時の直接の責任者。「難しい理論構成だった」

• 判決は有罪。熊本地裁は「胎児は人の萌芽」という見方
だったが、最高裁は「母体の一部」という考えを示した。

• この裁判で四大公害で唯一の起訴で「画期的な起訴」と評
価した声もあったが、「遅すぎた起訴」と批判の声も。事実、
遅すぎたが故に被害者も7人に絞らざるを得なかった。し
かも罪状が交通事故並み。殺人ではないか、という声も
残った。

• 「検察がチッソを起訴するのを怠ったために被害が広がっ
た、検察の罪は裁けないのか」（患者の浜元二徳さん・原
田正純著『水俣病は終わっていない』）



チッソの島田賢一社長に迫る

川本輝夫さん（１９７３年３月２５日、チッソ本社）



司法の不作為を指摘した判決もある・
東京高裁の公訴棄却判決

• １９７７年６月、水俣病患者の川本輝夫さんがチッソとの交
渉の過程で、チッソ社員に傷害を負わせたとして起訴され、
一審で執行猶予付きの罰金５万円の判決だったが、東京
高裁は、起訴そのものが不当として公訴を棄却した。検察
官の公訴が否定されたのは極めて異例の判決だった。つ
まり、これは「事件にしてはいけない事件を検察が立件し
たのは間違っている」と裁判所が判断したことになる。ここ
には水俣病事件史への深い洞察があった。

• 判決文の中に、事件史に触れたこんなくだりがある。
「実際、司法の動きは加害者に緩く、被害者に厳しかった。
県警も地検もその気があれば加害者を処罰し、被害拡大
を防止できたのにしなかった。これは行政、検察の怠慢だ。
これにひきかえ漁民に対する処罰は迅速、悛烈だった」



この判決は最高裁でどうなったか

• 1980年12月17日、最高裁第一小法廷は上告
棄却の決定。公訴棄却が確定した。

• しかし、３対２。
• 多数意見も、「公訴棄却の判断は失当だが、
被告人が公害によって父親を失い自らも健康
を損なう結果をこうむっていることなどを考え
合わせると破棄すべきではない」

• 少数意見は原判決破棄。
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ニセ患者発言

• １９７５年、県議会議員が環境庁に陳情した
際、「申請者にニセ患者が多い」との発言が
あった。「補償金が目当て」。「ニセ」ということ
は存在の否定。

• 被害の全体に向き合おうとしないことの象徴。
折に触れて出てくる。被害者が名乗り上げに
くい構図。本人申請主義。

• ニセ患者発言訴訟で、熊日は原告の立場で
補助参加。「こういう姿勢が水俣病を生んだ」
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水俣という岩盤

• チッソを守れ、という声は根強くある。折に触れ
て出てくる。チッソあっての水俣

• 川本輝夫さんたちの行動や裁判全国的に注目
を集めた時、水俣ではビラ合戦。ビラには「チッソ
があるから水俣に特急が止まる」などの文言も
見える。

• １９９４年、吉井正澄・水俣市長が。 「十分な対策
を取り得なかったことを誠に申し訳なく思う」と謝
罪し、 「もやい直し」を提唱。「もやい直し」は船の
ロープをくくり直すこと。しかし岩盤は厚い
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見舞金契約

• １９５９年１２月３０日、チッソと水俣病患者家庭
互助会との間で結ばれた。

• 死亡者に弔慰金３０万円に発病から死亡までの
年数に１０万円を掛け加える一時金。葬祭料２
万円。年金１０万円。

• 第４条 将来、チッソの排水が原因でないと分か
れば打ち切る。

• 第５条 チッソの排水が原因と分かっても新たな
要求はしない。

• １９７３年の一次訴訟判決で公序良俗違反で無
効。（資料）
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水俣病第一次訴訟

• 1969年6月14日、熊本地裁に提訴。水俣病患者家庭互助会の訴訟派28世帯112
人がチッソを相手に。企業城下町で初めて。患者団体は分裂。多数派は厚生省
に一任。原告代表の渡辺栄蔵さん、「今日ただいまから国家権力に立ち向かうこ
とになった」。実は見通しが厳しいの声も。予見可能性、過失。水俣病研究会 安
全性の考え方

• 裁判のハイライト チッソの労働者が内部の様子を証言。「内に労災、外に水俣
病。ずさんな排水処理」。チッソ附属病院の細川一院長が証言。「猫４００号の実
験で水俣病発症。会社から実験の中止と口外することを禁じられた」。細川氏は
証言後、間もなく死亡。

• 1973年3月20日の判決。患者勝訴。確定

１・水俣病の原因はチッソ水俣工場。
１・チッソに過失。「化学工場は住民への危害を未然に防止すべ高度の
注意義務がある」

１・1959年の見舞金契約は公序良俗違反
・斎藤裁判長が異例の談話。「公害の解決には関係者の誠意ある努力が必要」

・今年判決から50年。本当に学んだのか。誠意ある努力は。



水俣病一次訴訟判決の日の熊本地裁前。判決は患
者側勝訴。賠償額は1600万円－1800万円。チッソの

過失が確定した。（１９７３年３月２０日）









補償協定書

• １次訴訟判決の患者勝訴判決を受けて、自主交渉派
と１次訴訟原告団が約４カ月の交渉の末に１９７３年７
月にチッソと締結。

• 患者と認定されれば１６００万円、１７００万円、１８００
万円の３ランクの慰謝料。

• 裁判では解決しなかった年金などが入る。
• チッソは潜在患者の発見に努めるとあるが、守らず。
• チッソは今、裁判でいったん補償を受けた人にはこの
協定を適用しないとの態度。

• 裁判の勝訴は企業城下町の壁を破る。申請者の増加。
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ＩＰＣＳ問題１

• 1989年の熊日で発覚。

• ＩＰＣＳ（国際化学物質安全性計画＝WHOなどで
構成）が問題提起。毛髪水銀の基準値が50㏙に
なっているが、最近の知見からすれば妊婦など
は20㏙、もっと低い10㏙にすべきではないか、と
各国に問題提起。

• これに対し環境庁。「これが認められると水銀の
環境基準や水俣湾のヘドロ除去基準の見直し、
新たな補償問題の発生、訴訟への影響など、行
政への甚大な影響が懸念される」



ＩＰＣＳ問題２

• 反論のため委員会を設置するので、と大蔵省
に予算を請求。

• しかし、公表された委員会名簿は黒塗り。委
員の中には偽証まがいの人も。

• ところが、反論しようにも日本には海外が関
心を寄せている長期微量汚染の研究データ
がなかった。

• 環境庁がどちらを向いて仕事をしているのか
を示す好例。日本の医学の問題。認定医学





原田正純さんが残した言葉・１
（2012年、77歳で死亡）

鹿児島県出身、熊本大学医学部（神経精神科）卒。

• 「見てしまった者の責任」
（なぜ、長年かかわり続けるか、と聞かれて。５０年以上、水俣病とかかわっ
た。覚悟）

• 「鏡としての水俣病」
（水俣病は、私たちを映す鏡である。水俣病という鏡に、私たち、あるいは私
たちの社会はどう映っているのだろうか。自戒する目）

• 「中立とは何か」
（普通は右と左があった場合、その真ん中が中立とされるが、強い者
と弱い者がいた場合、中立とは何か、と自問。それは真ん中ではなく、
弱い者の立場に立つことではないか、という）
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原田正純さんが残した言葉・２

• 「水俣病が差別を生んだのではなく、差別のあるとこ
ろに水俣病が起きた」

（水俣を初めて訪れたのは１９６１年。自然の美しさと病気の悲惨さの対比に驚く。貧し
かった患者たちを診察する中で、このことに気付いたという）

• 「専門家の責任」
（現場主義が持論だった。専門家と称する人たちが歴史の中でどんな役割を
担ってきたか、という自省から生まれた言葉。学会賞を受けた自分の記念碑的
論文の誤りをその後訂正して出版した。訂正する勇気 ①症状の固定②時
期を固定③フォローしなかった（資料）

• 「宝子（たからご）」
（胎児性水俣病患者の上村智子さんとその一家の生活から拾った言葉。言葉の
出ない智子さんだが、母親と心の交流をしていた。慈しみということ）
原田さんの本も『水俣病』（岩波新書）など多数ある。
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成
人
の
宴
で
、
胎
児
性
水
俣
病
の
智
子
さ
ん
を
抱
く
父
親
の
上
村
好
男
さ
ん
。

一
家
は
長
女
の
智
子
さ
ん
を
「宝
子
」と
呼
ん
で
慈
し
ん
だ
。

（１
９
７
７
年
１
月
１
５
日

「桑
原
史
成
写
真
集
」よ
り
）
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天皇とチッソ

• 昭和天皇は戦前と戦後の２回、チッソを訪問
• 1931年と1949年。「天皇が同一会社の工場を二
度三度訪問するのはめずらしい」（チッソ社史）

• 1949年の時には「日本再建、生産増強のため

しっかりお願いしますよ」と社員を激励『チッソの
百年史』 チッソは戦前も戦後も“国策会社”

• 現在の皇后の祖父はチッソの元社長。結婚に際
して宮内庁が熊本県知事に意見を求めた。



天皇、皇后の水俣訪問

• ２０１３年、天皇皇后両陛下が「第三三回全国豊かな海づくり大会
～くまもと～」で水俣を訪問、患者たちと面会。胎児性患者との対
面は石牟礼道子さんの要望。

• 水俣病資料館での第一声は、皇后の「御所浦はどこですか」だっ
た。水俣病の歴史を踏まえての質問だった。

• 館長の案内で資料館を回った天皇は、胎児性水俣病の説明を聞
くと、「水俣は見捨てられたんですね」と聞いた。館長がとっさのこ
とで返事が出来なかったところ、また「水俣は見捨てられたんです
ね」と同じ言葉を繰り返されたので、館長は「そうです」と答えたと
いう。この言葉は、次の語り部の話を聞いた後の感想とならんで、
水俣病問題の本質の一端を突いている。

• 水俣訪問で三首の歌。「あまたなる人の患ひのもととなりし海にむ
かひて魚放ちけり」「患ひ元知れずして病みをりし人らの苦しみい
かばかりなりし」「慰霊碑の先に広がる水俣の海青くして静かなり
けり」。埋め立て地に歌碑。
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水俣病資料館の語り部・緒方正実さんの話を聞く

天皇、皇后両陛下（２０１３年１０月２７日）
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天
皇
陛
下
の
言
葉

本
当
に
、
お
気
持
ち
を
察
す
る
に
余

り
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
真
実
に
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
み
ん
な

で
作
っ
て
い
き
た
い
も
の
だ
と
あ
ら
た

め
て
思
い
ま
し
た
。
本
当
に
さ
ま
ざ
ま

な
思
い
を
込
め
て
、
こ
の
年
ま
で
過
ご

し
て
い
ら
し
た
と
い
う
こ
と
に
深
く
思

い
を
致
し
ま
す
。

今
後
の
日
本
が
、
自
分
が
正
し
く
あ

る
こ
と
が
で
き
る
社
会
に
な
っ
て
い
く
、

そ
う
な
れ
ば
と
、
み
ん
な
が
そ
の
方
向

に
進
ん
で
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（２
０
１
３
年
１
０
月
２
７
日
、
訪
問
先
の
熊
本
県
水
俣
市
で
。

水
俣
病
資
料
館
語
り
部
の
会
会
長
の
緒
方
正
実
さ
ん
が
、
水

俣
病
の
歴
史
や
自
身
が
水
俣
病
で
あ
る
こ
と
を
伏
せ
て
き
た

こ
と
に
触
れ
た
こ
と
へ
の
返
礼
）
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『８のテーマで読む水俣病』（弦書房）
この本をぜひ参考にして下さい。




